
移転後案内図（合同庁舎西館４階）
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供託事務、自筆証書遺言書保管事務を

取り扱っている旭川地方法務局供託課

は、令和６年９月２４日(火)に
４階へ移転しました。

ご不明な点については、お問い合わせください。

〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号

旭川地方法務局供託課
電話：0166-38-1167

（電話番号は変わりません）

供託課


